
Oliveフレキシブルペイ特約 

 

第 1条（本特約の適用等）  

1. 本特約は、「SMBCデビット会員規約」第２８条の２に定める会員（以下「Olive特約会

員」といいます。) に適用される「Oliveフレキシブルペイ会員規約」について、その

特則を定めるものです。  

2. 本特約の条項と「Olive フレキシブルペイ会員規約」およびこれに付随しまたは関連

する特約（以下これらを総称して「会員規約等」といいます。）の条項とが矛盾または

抵触する場合には、本特約の条項が優先的に適用されるものとします。  

 

第 2条（用語の定義）  

本特約において、用語の定義は、以下に定めるものとします。なお、本特約における用語は、

本特約において別途定義されない限り、会員規約等において定義される意義と同一の意義

を有するものとします。 

 

(1) Olive特約会員向けデビットカード 

「SMBC デビット会員規約」第 7 条に基づき、当社が発行会社として Olive 特約会員に

貸与済みのプラスチックカード。 

(2) Olive特約会員向けキャッシュカード 

「普通預金規定」「キャッシュカード（普通預金・貯蓄預金）規定」等に基づき、当行

が発行会社として、 Olive特約会員のうち「デビット一体型キャッシュカードに関す

る特約」が適用されていない会員に貸与済みのキャッシュカード。 

(3) Olive特約会員向け一体型カード 

「デビット一体型キャッシュカードに関する特約」第２条に基づき、両社が発行会社と

して、Olive特約会員に貸与済みのデビット一体型キャッシュカード。 

   

第 3条（本フレキシブルペイの概要） 

Olive特約会員は、会員規約等の適用にあたり、デビットモードの利用申込をしたこととな

ります。なお、18 歳以上（高校生除く）の Olive 特約会員は、三井住友銀行アプリにログ

インすることで、クレジットモードの申込が可能となります。申込後、審査が開始され、当

社が適格と認めた場合にのみクレジットモードがご利用いただけるようになります。 

 

第 4条（会員規約等の適用条件及び留意点等） 

Olive特約会員は、会員規約等の適用にあたり、次の各号に定める事項を承諾するものとし

ます。 

 



(1) Olive特約会員は、当社が発行する本カードを受領したときには、Olive特約会員向け

デビットカードおよび Olive 特約会員向けキャッシュカード、または Olive 特約会員

向け一体型カードを本人の責任において廃棄（磁気ストライプ部分および ICチップ部

分を切断）するものとし、これを怠ったことにより当該会員に損害等が生じたとして

も、これについて、両社は一切責任を負わないものとします。 

(2) Olive特約会員に係る会員番号および暗証番号等は、会員規約等の適用後も変更されな

いものとします。ただし、有効期限・セキュリティコード等は変更となること、および

有効期限は Olive 特約会員向けデビットカードおよび Olive 特約会員向け一体型カー

ドの本デビットの有効期限よりも短くなる可能性があることをあらかじめ了承するも

のとします。 

(3) Olive特約会員は、本カードの受領時期にかかわらず、Olive特約会員向けデビットカ

ードおよび Olive 特約会員向け一体型カードの本デビットを当該カードの有効期限ま

で利用できることをあらかじめ了承するものとします。ただし、Olive特約会員向けデ

ビットカードおよび Olive特約会員向け一体型カードに搭載されている iD機能につい

ては、会員規約等の適用後は利用ができなくなります。 

(4) Olive特約会員は、本カードのキャッシュカード機能を利用したときに、Olive特約会

員向けキャッシュカードおよび Olive 特約会員向け一体型カードのキャッシュカード

機能を利用できなくなることをあらかじめ了承するものとします。 

(5) Olive 特約会員は、会員規約等の適用にあたり、Olive 特約会員向けデビットカード、

Olive 特約会員向けキャッシュカードおよび Olive 特約会員向け一体型カードの再発

行等ができなくなることをあらかじめ了承するものとします。 

(6) Olive 特約会員は、SMBC デビット会員用 WEB サービスが利用できなくなることをあら

かじめ了承するものとします。なお、当行所定のアプリで、Olive特約会員向けデビッ

トカード、Olive特約会員向け一体型カードおよび本カードのご利用明細の確認等が可

能です。 

(7) Olive特約会員のうち利用特典においてキャッシュバックを選択していた会員は、利用

特典がキャッシュバックからポイント付与に変更となることをあらかじめ了承するも

のとします。 

(8) Olive特約会員は、アカウントランクが一般、カードデザインがプリズムグレー・口座

番号有印字となることをあらかじめ了承するものとします。 

(9) Olive特約会員は、両社判断により、Oliveフレキシブルペイ移行が不可となる場合が

あることをあらかじめ了承するものとします。 

(10) Olive特約会員は、Olive特約会員向けデビットカードの利用限度額等または Olive特

約会員向け一体型カードの本デビットの利用限度額等が、会員規約等の適用後のデビ

ットモードに引き継がれることをあらかじめ了承するものとします。 

(11) Olive特約会員は、Olive特約会員向けデビットカードおよび Olive特約会員向け一体



型カードの本デビットを利用した場合、Olive特約会員が指定した支払いモードに関わ

らず、Oliveフレキシブルペイのデビットモードでの利用となることをあらかじめ了承

するものとします。ただし、利用の内容によっては、当社が指定した支払いモードにお

いて決済がなされる場合があります。 

(12) Olive特約会員は、Olive特約会員向けデビットカードおよび Olive特約会員向け一体

型カードの本デビットの利用に対して、Oliveフレキシブルペイに関連する特典・サー

ビス等が適用される場合があることをあらかじめ了承するものとします。 

(13) Olive特約会員は、Olive特約会員向けデビットカードおよび Olive特約会員向け一体

型カードの本デビットで設定していた利用制限等が会員規約等の適用後のデビットモ

ードに引き継がれることをあらかじめ了承するものとします。 

 

第 5条 （本特約の変更、承認） 

本特約の各条項およびその他の条件は、金融情勢、法令その他諸般の状況の変化その他相当

の事由があると認められる場合には、両社ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表

することにより、変更できるものとします。 

 

（2025年 2月 3日制定） 


